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雇用保険法改正
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 出生後休業支援給付の創設

©かるべ労務管理事務所



 育児時短就業給付の創設
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育児介護休業規程 変更する条文について

 2025年（令和7年）4月より改正
・（子の看護休暇）⇒（子の看護等休暇）へ
・（介護休暇）
・（育児・介護のための所定外労働の制限）
・（育児短時間勤務）⇒代替措置を定めている場合のみ

 2025年（令和7年）10月より改正
・（柔軟な働き方を実現するための措置）⇒新設!
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（子の看護等休暇）

（介護休暇）

（育児・介護のための

所定外労働の制限）
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（育児短時間勤務）

令和7年10月～
（柔軟な働き方を実現するための措置）

①～⑤の中から２つ以上の措置を選択して
講ずる必要があります
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育児介護休業に関する労使協定について

 変更が必要な箇所
・（子の看護休暇の申し出を拒むことができる従業員）一部削除
・（介護休暇の申し出を拒むことができる従業員）一部削除

・（柔軟な働き方を実現するための措置の利用申出を
拒むことができる従業員）追加
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個別周知、意向確認について
 令和４年４月より義務
・「育休制度の個別周知・意向確認」「雇用環境整備」

 令和7年４月より義務
・「介護離職防止のための個別周知・意向確認」等の措置

 令和7年10月より義務
・「仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮」
「柔軟な働き方を実現するための措置の個別周知・意向確認」
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